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資産課税 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

1．改正の概要

（1）改正の背景・概要

（2）受贈者の所得制限

教育資金の一括贈与非課税措置は、高齢者世代の保有資産を早期に若年世代へ移転し、経済活性化させることを目的
に2013年度に導入されたが、導入当初と比べて新規契約数が大幅に減少している。また、格差の固定化や機会の平等の
確保に留意した見直しが必要との指摘があることから、所要の見直しを行った上で2年間延長することとされた。なお、次の
適用期限到来時に、当該非課税措置の必要性について改めて見直しがされる。

教育資金の信託等をする年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、非課税措置の適用を受けることが
できないこととされる。

（3）教育資金の範囲見直し
下表のとおり、非課税措置の対象となる教育資金から、23歳以上の受贈者に係る趣味の習い事等の費用を除外する。

23歳未満 23歳以上

適用可 適用可

教育訓練給付金の支給対象と
なる教育訓練の受講費

適用可 適用可

上記以外のもの 適用可 適用不可

適用可 適用可

支払時点における受贈者の年齢

上記以外のもの（通学定期券代、留学渡航費など）

学校等に支払われる金銭

学校等以外の者に
支払われる金銭

以下に該当するもの
①教育に関する役務提供の対価
②スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価
③上記①②に係る物品の購入費及び施設の利用料

教育資金の使途
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（4）死亡前3年以内に非課税措置の適用を受けた場合の取り扱い
教育資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者が、贈与者からその死亡前3年以内に

取得した信託受益権等について非課税措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を受贈者
が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象となる。

ただし、その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除く。
① 受贈者が23歳未満である場合
② 受贈者が学校等に在学している場合
③ 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
※管理残額・・・非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者から死亡前3年以内に取得した信託受益権等の価額に対
応する金額をいう。

（5）教育資金管理契約の終了事由の見直し

受贈者が30歳に達した場合においても、上記（4）②又は③のいずれかに該当する場合には、次のいずれか早い日に教
育資金管理契約が終了するものとする。
① その年において上記（4）②又は③のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日
② 受贈者が40歳に達する日

2．適用時期

（1）受贈者の所得制限

2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。

（2）教育資金の範囲見直し

2019年7月1日以後に支払われる教育資金について適用する。

（3）死亡前3年以内に非課税措置の適用を受けた場合の取り扱い

2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用する。
ただし、同日前に取得した信託受益権等の価額については、管理残額の計算に含まない。

（4）教育資金管理契約の終了事由の見直し

2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用する。
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3．実務上の留意点

教育資金の一括贈与非課税措置の適用を受けた場合、改正前は、贈与者の死亡前3年以内の贈与であっても相続税の
課税対象とはならなかった。改正案は、その死亡の日において、受贈者が①23歳以上で、②在学中でなく、③一定の教育
訓練中でない場合には、2019年3月31日までに教育資金の一括贈与非課税措置の適用を受けた部分を除き、管理残額
（非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者から死亡前3年以内に取得した信託受益権等の価額に
対応する金額）が相続税の課税対象となるため、留意が必要。

4．今後の注目点

死亡前3年以内に取得した信託受益権等と3年より前に取得した信託受益権等があり、かつ、教育資金支出額がある場
合における管理残額の計算方法。
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資産課税 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

1．改正の概要

2．適用時期

教育資金の一括贈与非課税措置と同様に、結婚・子育て資金の信託等をする年の前年の合計所得金額が1,000万円を
超える受贈者は、非課税措置の適用を受けることができないとした上で、2年間延長することとされた。

2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。
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